
　本県は日照時間が長く、豊富な水資源や県土の

３分の２を占める森林など、多くの再生可能エネ

ルギー資源に恵まれています。これらの資源を活

用した再生可能エネルギーの計画的な普及を推進

するため、平成28年３月に「群馬県再生可能エ

ネルギー推進計画」を策定しました。

（1）基本方針

　再生可能エネルギーの資源量や特性を踏まえ、

太陽光発電を中心に、小水力発電、木質バイオマ

ス利用の重点的な導入を促進し、他の再生可能エ

ネルギーについても導入可能性を検討することと

しています。

　また、消費地の近くでエネルギーを創る自立分

散型エネルギーの推進や、蓄電池等を備えたエネ

ルギー自立型住宅の普及を進めるなど、再生可能

エネルギーの効率的な利用を図ることとしています。

（2）導入目標値

　大規模水力発電（出力1,000kW超）を除く再

生可能エネルギー発電の導入量は、平成27年度

末時点で、設備容量にして108万８千kW、発電

量は年間14億kWhと推計され、大規模水力の発

電量31億kWhと合わせると、再生可能エネルギ

ー全体では45億kWhになります。

　計画の終期である平成31年度までに、大規模

水力を除く再生可能エネルギーの発電量を21億

kWhに伸ばし、大規模水力と合わせた再生可能

エネルギー全体の発電量を52億kWhにすること

を目標としています（表2－1－2－1）。

  第２節　再生可能エネルギーの普及・拡大

１　　「群馬県再生可能エネルギー推進計画」の推進

〈主な指標と最新実績〉

再生可能エネルギー導入量（平成27年度） 45億kWh/年

燃料用チップ・ペレット生産量（平成28年次） 34,270㎥

○設備容量　※大規模水力発電を除く （単位:kW）

エネルギー種別 平成26年度末 平成27年度末 目標（平成31年度）
太陽光発電 716,829 1,046,309 1,643,829
住宅用（出力10kW未満） 195,761 217,735 322,761
事業用（出力10kW以上） 521,068 828,574 1,321,068

事業所等 412,616 660,930
－

大規模発電 108,452 167,644
小水力発電（出力1,000kW以下） 7,678 7,681 8,466
バイオマス発電 33,264 33,949 43,144
メタン発酵 430 630

－木質 13,965 14,145
一般廃棄物・その他 18,869 19,174

風力発電 340 340 350
合計 758,111 1,088,279 1,695,789

○発電量 （単位:億kWh/年）

表2－1－2－1　再生可能エネルギー導入量

エネルギー種別 平成26年度末 平成27年度末 目標（平成31年度）
大規模水力発電（出力1,000kW超） 31 31 31
上記以外の再生可能エネルギー発電 9 14 21

合計 40 45 52

第１項　再生可能エネルギーの普及・拡大
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（1）小水力発電

　利根川の水源を持ち、首都圏の水がめとして豊

富な水資源に恵まれていること、山間部には急峻

な地形が広がっていることなどを背景に、本県で

は古くから水力発電所が数多く作られてきました。

　小水力発電は、周辺への環境負荷が小さく、低

落差、少水量でも発電が可能なことから、今後は

山間部の小河川や平地の農業用水路などへの導入

が期待されています。

①有望地点調査

　小水力発電を導入するためには、発電に適し

た場所の選定と設置費に見合った発電量が見込

めるかどうかの判断が重要です。

　県では、民間企業等による事業化検討の一助

となるよう、県内に多数ある砂防堰堤の落差を

利用した小水力発電の可能性について平成28

年度に調査を行いました。13地点における小

水力発電モデルを仮想して、発電電力量や売電

収入、発電事業の経済性（投資回収年）の見込

みを試算するとともに、関係する法規制や協議

先となる機関を確認しました。今後は、この調

査結果を活用して事業者に対する相談や情報提

供を行います。

②事前調査費の補助

　小水力発電を導入しようとする市町村や非営

利団体に対して、事前調査費を補助しました。

平成28年度は１件を採択し、中之条町内での

調査を支援しました。

③市町村等への助言・支援

　県企業局は、地域における再生可能エネルギ

ーの普及拡大を図るため、市町村等が取り組む

小水力発電等に対して、技術的内容及び事務手

続き等について助言や相談に応じるなどの協力

や支援を行っています。

　平成29年２月には、環境エネルギー課が主

催した「群馬県再生可能エネルギーセミナー」

において、企業局の技術支援の内容について説

明を実施しました。

（2）県企業局の取組

　県企業局は、水力発電の導入促進として、国の

建設する八ッ場ダム直下流左岸に最大出力

11,700kWの八ッ場発電所の建設を進め、平成

32年度の運転開始を目指しています。

　また、水力発電の事業化調査として、候補地の

現地調査や河川の流量観測を継続し、条件が整っ

たものがあれば開発を行います。

　戦後に植林されたスギ、ヒノキなどは住宅の柱

などの建築用材として育てられましたが、曲がり

等の低質材は用途が少なく、また運び出すコスト

もかかるため、利用されませんでした｡

　しかし最近は、再生可能エネルギーの普及・拡

大が進む中で、低質材や製材端材等は木質バイオ

マスとして発電や熱への利用が期待されています｡

　森林に捨て置かれ、利用されなかった低質材等

が、木質バイオマスとして利用されることで、森

林整備の推進や森林資源の活用が進み、林業や山

村地域の活性化につながることから、燃料用チッ

プや木質ペレット等の生産施設や利用設備の整備

に対し支援を行っています｡ 平成28年度は川場

村やみどり市の木質バイオマス利活用施設の整備

などを行いました。

３　　水力発電の導入促進

４　　木質バイオマスエネルギー利活用施設の整備支援

表2－1－2－2　技術支援実績

年度 25 26 27 28

件数 19 12 10 6

※具体的な支援内容は、助言、資料(データ)提供、相談等である。

　本県は年間の日照時間の長さが全国上位で、太

陽光発電に適した地域です。

　県では、引き続き太陽光発電の導入を促進する

ため、住宅用太陽光発電設備等を設置する個人を

対象とした低利の融資制度を開始しました。この

制度では、創った電気を自分で使うという「自家

消費」目的による導入を積極的に支援するため、

太陽光発電設備と合わせて蓄電池を設置する場合

も融資の対象としています。平成28年度は63件

の融資認定を行い、導入を支援しました。

２　　太陽光発電の導入促進
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　木質バイオマスの利活用には、燃料となる低質

材等を安定的に供給することが必要となりますが、

価格面で既存の化石燃料等と競合します｡

　このため、森林内に散在する価格の安い低質材

を効率的に集めたり、運搬のコストを削減するこ

とが重要になります｡

　一般的に木材の利用には、伐採・搬出するため

の作業道の整備や、伐採地に近い場所で材を集荷、

選別し、大型車両に積み替えるための土場が必要

となります｡

　その中でも低質材は良質材に比べて空隙が増え、

集荷・運搬コストの縮減が重要となることから、

その集荷体制の整備を進めています｡

（1）地中熱利用システム導入支援

　地中熱利用は、年間を通して一定している地中

の熱をヒートポンプ空調などに利用するもので、

建物や施設の省エネルギーに寄与します。

　県内では設置事例が少ないことから、平成24

年度から平成28年度にかけて、市町村や企業・

団体等が行うモデル事業に対して補助を行い、導

入事例の創出を図りました。平成28年度は、民

間事業所における導入事業について１件を採択し

ました。

（2）小型風力発電風況調査

　本県における小型風力発電の導入可能性につい

て検討するため、ぐんまフラワーパークと奥利根

水質浄化センターの２地点を選定し、平成26年

12月から風況調査を行っています。

　県企業局では、水力・風力・太陽光発電の理解

を深めるため、県営発電施設の見学案内を行って

います。

５　　木質バイオマス集荷体制の整備

６　　その他の再生可能エネルギーの導入促進

７　　再生可能エネルギーの理解促進

表2－1－2－3　発電事務所別 見学者人数

発電
事務所

年度
管理総合 利根 吾妻

坂東 渡良瀬
高浜 合計

水力のみ
水力、風力同時
（風力のみ含）

太陽光 水力のみ 太陽光

23 22 193 24 135 642 － 571 － 123 1,710
24 2 233 30 130 754 － 85 － 58 1,292
25 4 251 22 154 394 － 213 － 206 1,244
26 6 197 21 165 327 0 305 12 61 1,094
27 29 139 26 133 248 0 89 9 46 719
28 15 3 2 131 313 10 336 0 8 818
合　計 78 1,016 125 848 2,678 10 1,599 21 502 6,877

※平成23年度 　渡良瀬は、群馬デスティネーションキャンペーン(345人)での発電所見学を含んでいる。
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　「固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格・期間で買い取
るものです。平成24年７月の制度開始以降、県内でも再生可能エネルギーの導入が進んでいます。
　一方で、導入された再生可能エネルギーの９割が太陽光発電であり、発電が昼間の晴天時に集中してし
まうことから、各電源のバランスの取れた普及が求められています。また、再生可能エネルギーの導入に
伴い、電力会社が支払う買取費用も増加しており、国民負担の増大が懸念されています。
　このような中、再生可能エネルギーの導入促進と国民負担の抑制の両立を図るため、平成29年４月に、「電
気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が改正され、新しい「固定価格買取
制度」が始まりました。

【新認定制度の創設】
　旧制度で認定を受けた発電設備の中には、当初の高い買取価格のまま、設置費が下がるまで事業を開始
しないケースも見られ、未稼働案件として問題視されてきました。
　新制度では、認定の対象を「設備」から「事業計画」へ変更し、電力会社による接続の同意を認定要件
とするなど、事業実施の確実性が高い事業を認定することとしています。
　これにより、旧制度で認定を受けた設備は、新制度の開始までに接続の同意が得られない場合、原則と
して認定が失効となりました。

【適切な事業実施の確保】
　新制度では、事業計画が認定基準に適合している必要があります。認定基準では、適切な保守点検及び
維持管理の実施、発電量等の報告、事業終了後の設備の適正処理などを定めており、発電事業を長期にわ
たり適切に運営していくことを求めています。
　なお、旧制度で認定を受けた設備は、事業計画の提出により新制度での「みなし認定」となり、新制度
の認定基準を遵守する必要があります。

【買取価格決定方式の変更】
　水力発電や地熱発電など、開発までに長期間を要する電源については、事業の予見可能性を高めるため、
複数年先の買取価格をあらかじめ提示できるようになりました。
　また、買取価格の低減を図るための入札制度が導入され、一定規模以上の太陽光発電については、当面
の間、事業者の入札により買取価格が決定されることとなりました。

　「固定価格買取制度」の詳しい内容については、資源エネルギー庁「なっとく！再生可能エネルギー」
（http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html）をご覧ください。

新しくなった再生可能エネルギーの「固定価格買取制度」コラム
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